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1

地域計画１の（３）記載の「また、鐘撞堂及び長島谷地区におい

ては、耕作放棄が進んだ田で田畑転換を行い、露地野菜の栽

培を目指す。」及び上平野地区目標地図１の東側に記載の「将

来畑地化利用」を見ても、誰が何を作るのか分からない。具体

的な記載はできないか。

原案のとおりとします。

2

地域計画３の（２）で「段階的に」という文言を入れる意味が分か

りません。この文言は必要なのでしょうか。何か意味があるので

すか。

ご意見を参考に修正しま

す。

3

地域計画３の（３）で基盤整備を進めるとの記載がありますが、ほ

場整備等の事業は行政等がするものだと思うのですが、農業者

及び区域内の関係者自らがするものなのでしょうか。（去年、コ

クリート畦畔を撤去するという話もありましたが、その後どうなった

のでしょうか。ほ場の高さも揃えていただけるのですか。）

原案のとおりとします。

4

地域計画３の（４）も行政等がするのではなく、農業者及び区域

内の関係者自らが行うものなのでしょうか。

原案のとおりとします。

5

地域計画３の（５）でカメムシ防除の記載がありますが、この取組

で２の目標を達成できるのですか。農地の集積集約化に資する

取組だとは思えないのですが。

原案のとおりとします。


